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当社に対する金融庁の処分について 

本年 3 月 23 日、証券取引等監視委員会は、当社の業務に関して、内閣総理大臣および金融庁長 

官に対し行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告を行ないましたが、本日当社は金融 

庁より下記の内容の行政処分を受けましたのでお知らせいたします。 

記 

１．指摘事項 

内容につきましては別紙をご参照ください。 

（別紙は金融庁の行政処分命令書から該当部分を原文まま記載しております。） 

２．行政処分の内容 

【業務改善命令】 

① 今般の法令違反行為の責任の所在を明確化すること。 

② 法令順守に関する経営管理態勢の改善を図ること。 

③ 引受業務審査態勢の充実・強化を図るとともに、再発防止策を策定し、役職員に周知徹底す 

ること。 

当社は、日頃より適切な業務を行うべく努力してまいりましたが、このような指摘を受けまし 

たことは誠に遺憾であり、今回の行政処分を役職員一同厳粛かつ真摯に受け止めております。今 

後、更なる法令順守と内部管理を徹底し、再発防止に努めて参ります。また当局のご指導の下、 

内部管理体制を一層充実したものに改善し皆様からの信頼回復に全力で取り組むことで、当社と 

しての責任を果たして参る所存であります。 

また、お客様ならびに関係者の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことにつきまして改めて深 

くお詫び申し上げますと共に、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

以上



別 紙 

平成 18 年 8 月 25 日現在で実施した貴社に対する検査において、次の行為が認められた。 

○ 著しく不適当な引受価額での引受け 

エイチ・エス証券株式会社(以下「当社」という。)の公開引受部長（当時）は、株式会社Ａ（以 

下「本件上場申請会社」という。）の新規上場の際の株式公募及び当社による当該株式の主幹事 

会社としての引受けに関して、本件上場申請会社との交渉を取り仕切っていたところ(当該引受 

けに関しては、本件上場申請会社代表取締役社長の意向を受けて、従前関与していた当社引受 

審査部の社員は引受審査手続から外されており、実質的には、同人が単独で引受審査を行うと 

ともに、本件上場申請会社との間での公募価格・引受価額等に関する交渉を取り仕切っていた 

ことが認められるところ)、同人は、本件上場申請会社代表取締役社長が「公募価格は、時価総 

額 100 億円となる価格が妥当と考えている」、「当社からは、公募価格としてより高い金額を従 

前から提示されてきており、価格引下げには応じられない」、あるいは、｢公募価格は、最低で 

も、本件上場申請会社が従前発行していたストックオプションの行使価額を上回らなければな 

らない｣旨主張してくる中で、上場公募時の有価証券届出書に記載される想定公募価格（発行価 

格）を設定する際に、「引受実績を作るという観点からしても、この段階で主幹事からおりるべ 

きではない」と考え、本件上場申請会社の上場公募における主幹事会社たる地位を維持するべ 

く、当該想定公募価格（発行価格）を、当社算定の本件上場申請会社株式の理論価格（当該理 

論価格は、算定の際に用いられた 1 株当たりの予想純利益（予想 EPS）が、当社がその引受審 

査において十分に策定根拠の妥当性について検証していない利益計画に基づき算出されたもの 

であることからして、少なくとも不当に低いものではないものと評価される。）を著しく上回る 

金額（当該金額は本件上場申請会社が従前発行していたストックオプションの行使価額を若干 

上回る金額となっている。)とすることに同意した。 

その後、当社は、本件上場申請会社とともに、機関投資家に対してプレヒアリングを行い、そ 

の際、機関投資家は「望ましいと思われる公募価格」を提示してきているところ、当該価格は、 

上記の想定公募価格に沿う形でより高い価格に誘導され、かつ、これにより、当該プレヒアリ 

ングの結果を踏まえて設定されたブックビルディングの仮条件もより高い価格帯に設定された 

ものと認められる状況において、当社は、その取締役会において上記理論価格を著しく上回る 

価額で当該公募株式の引受けを行うことを決議し、その後、当該引受価額で当該公募株式の引 

受けを行った。 

当社及び当社の使用人であった者が行った上記行為は、 証券取引法第 43 条第 2 号に基づく証券 

会社の行為規制等に関する内閣府令第 10 条第 3 号に規定する 「引受けに関する自己の取引上の 

地位を維持し又は有利ならしめるため、著しく不適当と認められる価格により、有価証券の引 

受けを行っている状況」に該当する業務を営むことに該当するものと認められる。 

以上


